
岡山出張所

福岡支店

仙台支店

札幌支店

当
社
再
建
が
確
実
に
な
っ
た
昭
和
一
一
十
六
年
か
ら
三
十
年
の
五
年
間
は
、
各
業
務
の
発
展
に
伴
い
従
業
員
の
数
も
、
逐
年
増
加
し
て

行
っ
た
。
昭
和
三
十
一
年
一
月
末
の
従
業
員
数
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
四
章
社
員
の
待
遇

一
社
員
構
成

神 戸支店’６７

店名|人員
本店｜“７
名古屋支店｜，，
大阪支店’１０４

従
業
員
数
（
除
工
員
）
（
三
十
一
年
一
月
末
現
在
）

計’1,281合

男
女
職
員
数
の
比
率
は
、
本
。
支
店
と
も
何
れ
も
女
子
は
男
子
の
半
数
強
、
平
均
年
齢
は
男
子
三
十
一
歳
、
女
子
二
十
四
歳
、
平
均

勤
続
年
数
は
男
子
一
○
年
、
女
子
三
・
九
年
で
あ
る
。

京都支店’７１

皿
－
４

日暮里工場

背戸工場

金沢出張所Ｉ１０

四
一
虹
一
“
一
帥
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丸之内出張所’２０



昭
和
二
十
五
年
六
月
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
特
需
イ
ン
フ
レ
は
、
昭
和
二
十
四
年
以
来
の
物
価
の
下
落
と
賃
金
の
安
定
上
昇

と
の
均
衡
に
破
綻
を
も
た
ら
し
、
そ
の
た
め
当
社
も
毎
年
一
一
一
月
に
行
う
基
本
給
の
定
期
昇
給
の
ほ
か
に
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
、
翌
二

十
七
年
十
一
一
月
に
基
本
給
の
臨
時
昇
給
を
行
っ
た
。

一
方
、
基
本
給
に
対
す
る
諸
手
当
の
倍
率
改
正
を
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
三
月
、
給
与
総
額
を
基
本
給
一
。
物
価

手
当
一
一
一
・
精
勤
手
当
一
・
恒
産
手
当
一
倍
と
し
、
給
与
総
額
を
基
本
給
の
六
倍
と
し
た
。
同
年
六
月
臨
時
基
本
給
昇
給
に
際
し
て
、
物

価
手
当
を
基
本
給
の
一
一
・
五
倍
に
改
正
、
同
年
十
一
月
に
は
物
価
手
当
の
倍
率
に
地
域
差
を
設
け
た
。
甲
地
（
東
京
・
横
浜
・
京
都
。

大
阪
・
神
戸
）
は
基
本
給
の
四
倍
、
乙
地
（
甲
地
以
外
の
地
域
）
は
基
本
給
の
三
・
七
倍
と
し
た
。

昭
和
一
一
十
七
年
六
月
に
は
物
価
手
当
を
甲
地
は
基
本
給
の
三
・
五
倍
、
乙
地
は
同
じ
く
一
一
一
。
一
一
一
倍
に
し
、
更
に
同
年
十
二
月
に
は
甲

地
一
一
一
倍
、
乙
地
二
。
八
倍
と
改
正
し
た
。
昭
和
二
十
九
年
三
月
、
精
勤
手
当
を
廃
止
、
物
価
手
当
で
は
乙
地
を
基
本
給
の
一
一
。
八
五
倍

に
改
正
し
た
。

の
で
あ
る
。

一
方
、
朝
鮮
動
乱
の
鯵
着
に
よ
る
特
需
ブ
ー
ム
の
終
息
、
平
和
条
約
発
効
を
期
と
す
る
自
立
経
済
へ
の
指
向
等
、
昭
和
二
十
八
年
後

二
給
与
の
変
遷

1306

こ
の
よ
う
に
基
本
給
。
諸
手
当
の
度
食
の
改
正
は
、
国
家
公
務
員
給
与
ベ
ー
ス
の
引
上
げ
を
は
じ
め
と
す
る
世
間
一
般
の
引
上
げ
回

数
を
は
る
か
に
上
廻
り
、
改
善
の
熱
意
、
先
行
性
に
お
い
て
社
員
生
活
の
安
定
に
つ
い
て
社
が
常
に
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
を
語
る
も



三
丸
善
健
康
保
険
組
合
の
設
立

昭
和
十
五
年
六
月
一
日
、
職
員
健
康
保
険
法
実
施
に
よ
っ
て
当
社
は
職
員
健
康
保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
丸
善

健
康
保
険
組
合
を
設
立
、
組
合
員
は
当
社
と
子
会
社
の
株
式
会
社
丸
善
洋
物
卸
店
。
丸
善
製
品
販
売
株
式
会
社
の
従
業
員
で
構
成
さ
れ

実
施
に
入
っ
た
。

半
か
ら
表
面
化
し
た
国
際
収
支
の
悪
化
に
伴
う
緊
縮
政
策
へ
の
転
換
基
調
が
本
格
化
す
る
中
で
、
な
お
所
得
消
費
の
戦
前
水
準
へ
の
回

復
が
達
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
期
に
当
社
で
も
、
昭
和
一
一
十
九
年
の
昇
給
時
か
ら
定
期
昇
給
を
軸
と
す
る
三
カ
年
基
本
給
整
備
計
画
の

な
お
退
職
金
給
与
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
制
定
の
服
務
規
定
中
の
退
職
金
給
与
規
定
に
若
干
の
改
正
を
加
え
た
だ
け
で
、
支
給
率

そ
の
他
に
は
変
更
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
六
年
’
三
十
年
間
の
初
任
給
の
推
移
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

１３０７

（
単
位
円
）

昭昭昭昭昭

和和和和和
号身一二－．．凸．

.,．‐'一・;‐１・；‐
１．九八七六
年年年年年

五郭六六六
＄● ⑤● ｅ

○○○○○

六五三五四
、、、、、

F畠九七七蒜
五○六六六
○○○○○

五
、
四
○
○

七七七七五
、、、、、

五○○○‐i曹
○八八八六
○○○○○

六
、
八
阿
○

九九九七
、、、、

一・一・一ノ、
Ｚ宝デーテニーL員

六ン'く六八
○○○○

一
○
、
四
読
○

八
塁
○
○

基
本
給

倍
率

鋤
報
群

脳
制
中
学

卒
業
者

新
制
高
校

卒
業
者

ｎ
制
専
門
学
校

卒
業
者

萄
鍛
群

脈
制
大
学

卒
業
者



て
い
る
。

そ
れ
に
先
立
ち
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
本
社
九
階
に
医
務
室
（
医
師
高
島
博
）
を
開
設
し
、
社
員
の
日
常
保
健
に
注
意
し
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